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連結子会社株式の売買成立に関するお知らせ 

 当社は、2021 年 5 月 14 日に公表の「連結子会社株式の一部処分に関するお知らせ」のとおり、当社

が保有する連結子会社である株式会社かんぽ生命保険（コード番号：7181 東証第一部）株式の一部に

ついて、株式会社かんぽ生命保険が実施する自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式取

得に応募し、本日売買が成立しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本株式処分による子会社の異動はありません。 

記 

１． 株式処分の概要 

（１） 処分株式総 数 株式会社かんぽ生命保険 普通株式 162,746,400 株 

（２） 処 分 方 法 下記の方法による 

株式会社かんぽ生命保険が行う自己株式取得に応じた売付け 

同社普通株式 162,746,400 株 

（３） 処 分 総 額 358,530,319,200 円 

（４） 処 分 日 2021 年 5月 17 日 

２．当社の株式会社かんぽ生命保険普通株式の保有株式数及び議決権保有割合 

（１） 本 株 式 処 分 前 の 

保有株式数及び議決権保有割合 

362,732,400 株 

（議決権保有割合：64.48％） 

（２） 本 株 式 処 分 後 の 

保有株式数及び議決権保有割合 

199,986,000 株 

（議決権保有割合：50.04％） 

（注）本株式処分前の保有株式数とは、2021 年 5月 14 日時点の保有株式数をいい、本株式処分前の議決

権保有割合とは、2021 年 5 月 14 日時点の発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する同時点

における保有株式数の割合をいいます。また、本株式処分後の保有株式数とは、2021 年 5 月 17 日

時点の保有株式数をいい、本株式処分後の議決権保有割合とは、2021 年 5月 17 日時点の発行済株

式（自己株式を除く。）の総数に対する同時点における保有株式数の割合をいいます。なお、2021 年

5 月 14 日に公表の「連結子会社株式の一部処分に関するお知らせ」のとおり、上記 1．(2)記載の

株式会社かんぽ生命保険が行う自己株式取得に応じた売付注文が成立した株式数（162,746,400 株）

を、162,906,300 株から差し引いた株式に 400,000 株を加算した数の株式である 559,900 株につい

て、当社は、保険業法第 271 条の 10 第 1 項に基づく保険主要株主の認可を取得後、他社株式処分
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信託を設定する予定です。なお、他社株式処分信託契約上、処分株式の議決権の行使は受託者が行

うものとし、これにより当社は上記株式処分信託に係る処分株式につき、議決権を有しないことと

なります。 

以 上 


